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　平成２３年１２月６日に原子力損害賠償紛争審査会において、

「中間指針追補」が取りまとめられ、「自主的避難等に係る損

害」の範囲が示されたが、原子力損害は、県内全域、全住民が被

害を被っているにもかかわらず、県南、会津、南会津地域の市町

村が賠償の対象になっていない。これは、３地域の被害の実態を

全く反映しておらず、到底納得できるものではない。

　県南、会津、南会津地域の市町村においても、空間線量が毎時

１μSvを超える地区が相当程度あり、子どもたちが放射線の影響

を受けないように、子どもを中心に県外に自主的に避難し、家族

が別々に生活している世帯も多数存在している。また、放射線被

ばくの恐怖や不安が消えることがなく、子どもを公園等で遊ばせ

ることやスポーツなど通常なら何の心配もなく野外でできていた

活動が、線量の高低にかかわらず、すべてにおいて制限させられ

ている。さらに、３地域は、福島県を代表する美しい山々や清ら

かな河川を有しており、山菜、きのこ、野菜、川魚などがふんだ

んにあるにもかかわらず、放射性物質への懸念によりそれらが食

べられない状況となっている。

　これらは、県南、会津、南会津地域で生じている「自主的避難

等に係る損害」の実例の一端にすぎない。原子力発電所事故の発

生以来、「福島」というだけで敬遠の的となり、萎縮した中での

生活を余儀なくされた上、３地域の歴史ある地場産業等に対する

風評被害が今もなお、あらゆる分野で多大な損害が現実に生じて

おり、全ての住民が将来にわたる大きな心の傷を負ったことは紛

れもない事実である。

　東京電力は、こうした状況をしっかりと受け止め、県南、会

津、南会津地域の住民それぞれが被った損害について、原子力災

害の原因者として誠実かつ柔軟、迅速に対応すべきである。

　よって、県南、会津、南会津の３地域４５万人の住民の総意と

して、下記についての早急な対応を強く要求する。
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３

３地域それぞれの被害の実態を踏まえ、「中間指針追補」
における対象期間や損害額等を超えて、東京電力自らによ
る柔軟な対応により、被害の実態に見合った十分な賠償を
行うこと。

「中間指針追補」に明示されていない被害者の個別具体的
な事情についても、原子力発電所事故に起因して生じた損
害であることを十分に踏まえ、誠意を持って柔軟に対応す
ること。

記

「指針」は賠償範囲の最小限の基準であるとの認識の下
で、「中間指針追補」の対象にならなかった県南、会津、
南会津地域の市町村住民の「自主的避難等に係る損害」を
確実に賠償すること。

１

２


